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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第88期第１四半期

連結累計期間

第89期第１四半期

連結累計期間
第88期

会計期間
自  平成23年４月１日

至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日

至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日

至  平成24年３月31日

売上高 (百万円) 11,870 8,780 43,458

経常利益又は経常損失(△) (百万円) 699 △365 1,570

四半期(当期)純利益

又は四半期純損失(△)
(百万円) 438 △271 828

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 411 △405 821

純資産額 (百万円) 51,974 51,672 52,231

総資産額 (百万円) 58,478 58,610 59,975

１株当たり四半期(当期)純利益金額

又は四半期純損失金額(△)
(円) 14.32 △8.85 27.06

潜在株式調整後１株当たり

四半期(当期)純利益金額
(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 88.6 87.8 86.7

　

(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

     ２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

     ３ 第88期及び第88期第１四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。また、第89期第１四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額

については、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　

２ 【事業の内容】

  当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な変更はあ

りません。

  また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

  当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重

要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変

更はありません。

  なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

  当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

　

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

  (１) 業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、底堅く推移した個人消費と東日本大震災からの復興需要等を背景として回復

の兆しが見られたものの、欧州債務危機問題、長期化する円高と株価低迷、電力供給不安の影響等から、国内景気は依然として先行

き不透明な状況で推移いたしました。

鉄鋼業界におきましては、震災復旧事業の進展や自動車生産が高水準に推移するなど、一部業種の持ち直しにより、当第１四半期

の国内粗鋼生産量は2,750万トンと、前年同期比4.3％増となりました。

このような環境のもと、当社グループの主力セグメントである鉄鋼関連事業につきましては、建設向け需要は依然低水準であり、

主需要先である建設機械、産業機械向け需要も中国市場での減速などにより低調な状況となる中、受注量の確保に尽力するととも

にコスト削減と生産効率の向上に取り組んでまいりました。また、その他事業につきましてもそれぞれが懸命な営業活動を展開し

てまいりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における連結売上高は87億８千万円と前年同期比30億９千万円の減収、連結経常損益は

３億６千５百万円の損失(前年同四半期連結累計期間の連結経常利益は６億９千９百万円)、連結四半期純損失は２億７千１百万円

(前年同四半期連結累計期間の連結四半期純利益は４億３千８百万円)となりました。

　

セグメントの業績は次のとおりです。 

　 (鉄鋼関連事業)

鉄鋼関連事業は、当セグメントの主要製品である厚板の販売価格及び販売数量が低迷したことにより、受注高が減少し、売上高

は83億８千１百万円と前年同期比30億９千６百万円の減収となり、生産高も74億５千６百万円と前年同期比14億５千万円の減少

となりました。損益は４億２千９百万円のセグメント損失(営業損失)(前年同四半期連結累計期間のセグメント利益(営業利益)は

６億１千８百万円)となりました。

　 (レンタル事業)

レンタル事業は、厨房用グリスフィルターの受注量の減少により、売上高は１億１千２百万円と前年同期比３百万円の減収とな

り、セグメント利益(営業利益)も１千８百万円と前年同期比２百万円の減益となりました。

　 (物流事業)

物流事業は、受注量の減少により、売上高は８千２百万円と前年同期比２百万円の減収となり、セグメント利益(営業利益)は２

千５百万円と前年同期比４百万円の減益となりました。

　 (エンジニアリング事業) 

エンジニアリング事業は、ユーザーからの受注高が増加したことにより、売上高は２億５百万円と前年同期比１千３百万円の増

収となりましたが、コスト増の影響により、損益は３千１百万円のセグメント損失(営業損失)(前年同四半期連結累計期間のセグ

メント損失(営業損失)は２千６百万円)となりました。
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  (２) 財政状態の分析

　 (資産の部)

流動資産は、277億３千２百万円で、前連結会計年度末より、５億２百万円の減少となりました。その主な要因は、有価証券と繰延

税金資産が増加したものの、現金及び預金、受取手形及び売掛金、原材料及び貯蔵品が減少したことによるものです。

固定資産は、308億７千８百万円で、前連結会計年度末より、８億６千３百万円の減少となりました。その主な要因は、有形固定資

産の償却が進んだことと、投資有価証券が有価証券への振替により減少したことによるものです。

　 (負債の部) 

流動負債は、55億２千６百万円で、前連結会計年度末より、８億６千１百万円の減少となりました。その主な要因は、支払手形及び

買掛金が減少したことによるものです。

固定負債は、14億１千１百万円で、前連結会計年度末より、５千５百万円の増加となりました。その主な要因は、退職給付引当金が

増加したことによるものです。

　 (純資産の部)

純資産は、516億７千２百万円で、前連結会計年度末より、５億５千９百万円の減少となりました。その主な要因は、四半期純損失

の計上により利益剰余金が減少したことによるものです。

　
  (３) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　 当第１四半期連結累計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあ

りません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容の概要（会社法施行規

則第118条第３号に掲げる事項)は次のとおりであります。

　
　

株式会社の支配に関する基本方針について

　
① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の内容の概要

当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買が認められている以上、当社取締役会の賛同を得ずに行われる、いわ

ゆる敵対的買収であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するも

のではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買収提案に応じるかどうかの判断も、最終的には株主の皆様の意思に

基づき行われるべきものと考えております。

しかしながら、当社及び当社グループの経営にあたっては電炉厚板製造に係わる高い技術力と幅広いノウハウ、豊富な経験、

並びに顧客・取引先及び従業員等のステークホルダーとの間に長年にわたって築いてきた緊密な関係等への十分な理解と配慮

が不可欠であり、これらに関する十分な理解がなくては、将来実現することのできる株主価値を適正に判断することはできない

ものと考えております。

当社としては、当社株式に対する大規模買付が行われようとした際に、株主の皆様に当該大規模買付に応じるべきか否かを判

断いただくために、買付を行おうとする者からの必要十分な情報の提供と、当社取締役会による評価を行うべき期間が与えられ

るようにしたうえで、株主の皆様が熟慮に基づいた判断を行うことができるような体制を確保するとともに、当社グループの企

業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なう大規模買付行為に対しては、必要かつ相当の対抗措置を講ずることが当社グ

ループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するものと考えております。

② 基本方針実現のための取組みの概要

１)当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は、国内唯一の電炉厚板専業メーカーとして、国内希少備蓄資源のひとつである鉄スクラップを主原料に、長年にわた

り培ってきた高度な操業技術で、一般的に高炉品種とされている厚板製造を、電炉操業により可能にすることで、環境負荷の

軽減、循環型社会の発展に貢献しています。また、短納期、小ロット、多品種生産を可能とする電炉の特性を活かし、高炉を補完

するかたちで市場における需要家ニーズに応え続けており、当社のオリジナル製品である被削性改良鋼板やレーザー切断用

鋼板は、市場においてその性能に高い評価を受けております。さらに、営業面においては、受注生産体制に徹することで、受注

した製品をタイムリーに生産出荷することができ、需要家との間で堅い信頼関係が構築され、安定受注が維持されています。

また、当社経営と従業員との関係についても、「人を基本とする経営の実践」という経営理念に支えられた極めて良好な関

係にあり、企業価値形成の源泉になっております。
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２)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

当社は、平成24年5月21日開催の取締役会において、買付を行おうとする者が具体的買付行為を行う前に経るべき手続きを

示した「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)」の継続を決議し、同年6月22日開催の第88回定時株主総会に

おいて、株主の皆様のご了承をいただきました。本対応方針は、当社取締役会が代替案を含め買収提案を検討するために必要

十分な情報と相当な期間を確保することにより、株主の皆様が買収提案に関し、熟慮に基づいた判断を行えるようにするこ

と、加えて、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を毀損することとなる悪質な株式等の大量買付を阻止すること

を目的としております。

本対応方針は、平成17年5月27日付の経済産業省・法務省の「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛

策に関する指針」の３つの原則に準拠し、かつ、平成20年6月30日付の企業価値研究会の「近時の諸環境の変化を踏まえた買

収防衛策の在り方」を踏まえて設計されたものであり、議決権割合が20%以上となる当社株式等の買付を行おうとする者の買

収提案が当社の設定する大規模買付ルールに定める要件(必要かつ十分な情報の提供及び評価期間の経過)を満たすときは、

取締役会が仮に大規模買付行為に反対であったとしても、反対意見の表明、代替案の提示等を行う可能性は排除しないもの

の、原則として対抗措置は講じません。大規模買付行為の提案に応じるか否かは株主の皆様が、ご判断いただくこととなりま

す。対抗措置のひとつとしての新株予約権の無償割当ては、イ）当該大規模買付行為が当社グループの企業価値ひいては株主

共同の利益を著しく損なうと認められる類型に該当する場合、及びロ）大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合

に限られます。

また、本対応方針を適正に運用し、取締役会による恣意的判断を防止するため、当社取締役会から独立した機関として社外

監査役・社外有識者から構成される独立委員会を設置しており、取締役会は大規模買付者による大規模買付ルールの遵守の

有無、対抗措置を発動することの適否等について必ず同委員会に諮問し、その勧告を最大限尊重することとしております。

なお、当社は本対応方針に関して、当社第88回定時株主総会において有効期間を３年に延長した上で、株主の皆様のご承認

をいただいておりますので、本対応方針の有効期間は、当社第88回定時株主総会の終結の時より平成27年３月31日に終了する

事業年度に関する定時株主総会の終結の時までとし、以後も同様といたします。

当社は、本対応方針を、平成24年５月21日付「当社株式の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の継続について」とし

て公表しております。

　
③ 具体的取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由

上記② １）に記載した取組みは、当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保・向上させるための方策であり、当社の

基本方針に沿うものです。

また、上記② ２）に記載した対応方針は、大規模買付行為を受け入れるか否かが最終的には株主の皆様の判断に委ねられる

べきことを大原則としつつ、株主の皆様の共同の利益を守るために大規模買付者に大規模買付ルールを遵守することを求め、一

定の場合には、必要に応じて株主の皆様にご承認いただくことのある対抗措置の発動を行おうとするものです。本対応方針は当

社取締役会が対抗措置を発動する場合を詳細に開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は本対応方針の規定に従っ

て行われます。当社取締役会は単独で本対応方針の発効・延長を行うことはできず、その発効及び延長は株主の皆様のご承認を

必要とします。また、大規模買付行為に関して当社取締役会が対抗措置をとる場合など、本対応方針に係る重要な判断に際して

は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している委員で構成される独立委員会に諮問し、同委員会の勧告を最大限尊重するも

のとされています。同委員会は当社の費用において必要に応じて外部専門家等の助言を得ることができます。さらに、本対応方

針の継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなっており、その内容において、公正性・客観性が担保される工夫が

なされている点において、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであり、また、当社役員の地位の維持

を目的とするものではありません。

　　
  (４) 研究開発活動

当第１四半期連結累計期間の研究開発費の総額は21百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。　

　
  (５) 生産、受注及び販売の状況

当第１四半期連結累計期間において、鉄鋼関連事業の受注、販売高及び生産高が著しく変動いたしました。その内容については、

「(１)業績の状況」をご覧ください。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 99,600,000

計 99,600,000

　
② 【発行済株式】

種類

第１四半期会計期間末

現在発行数(株)

(平成24年６月30日)

提出日現在発行数(株)

(平成24年８月14日)

上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式 31,200,000 31,200,000
名古屋証券取引所

(市場第一部)
単元株式数は100株であります

計 31,200,000 31,200,000 ― ―

　
(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　
(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式

総数増減数(株)

発行済株式

総数残高(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金増減額

(百万円)

資本準備金残高

(百万円)

平成24年６月30日 ― 31,200,000― 5,907 ― 4,668

　
(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前

の基準日である平成24年３月31日の株主名簿より記載しております。

　　　 ① 【発行済株式】
平成24年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

― ―
普通株式 601,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 30,597,300 305,973 ―

単元未満株式 普通株式 1,700 ― ―

発行済株式総数 31,200,000 ― ―

総株主の議決権 ― 305,973 ―

(注) 単元未満株式には当社所有の自己株式５株が含まれております。

　
② 【自己株式等】

平成24年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義

所有株式数(株)

他人名義

所有株式数(株)

所有株式数

の合計(株)

発行済株式総数

に対する所有

株式数の割合(％)

(自己保有株式)

中部鋼鈑株式会社
名古屋市中川区小碓通五丁目１番地  601,000 ─  601,000 1.93

計 ―  601,000 ─  601,000 1.93

　

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づい

て作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日ま

で)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任 あず

さ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,489 4,955

受取手形及び売掛金 ※1
 12,420

※1
 11,909

有価証券 4,306 4,999

商品及び製品 2,364 2,118

仕掛品 808 1,064

原材料及び貯蔵品 2,603 2,304

繰延税金資産 182 319

その他 79 76

貸倒引当金 △19 △15

流動資産合計 28,234 27,732

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,775 7,682

機械、運搬具及び工具器具備品（純額） 18,447 18,111

土地 1,525 1,525

建設仮勘定 58 59

その他（純額） 9 8

有形固定資産合計 27,816 27,388

無形固定資産 127 117

投資その他の資産

投資有価証券 2,933 2,417

長期貸付金 7 7

繰延税金資産 701 796

その他 211 207

貸倒引当金 △57 △56

投資その他の資産合計 3,796 3,371

固定資産合計 31,741 30,878

資産合計 59,975 58,610
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※1
 4,442

※1
 3,942

未払金 854 953

未払法人税等 254 55

未払消費税等 240 72

賞与引当金 360 179

役員賞与引当金 5 1

その他 230 321

流動負債合計 6,388 5,526

固定負債

退職給付引当金 1,235 1,264

役員退職慰労引当金 21 17

その他 98 129

固定負債合計 1,356 1,411

負債合計 7,744 6,938

純資産の部

株主資本

資本金 5,907 5,907

資本剰余金 4,728 4,728

利益剰余金 41,490 41,066

自己株式 △289 △289

株主資本合計 51,836 51,412

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 191 51

その他の包括利益累計額合計 191 51

少数株主持分 203 208

純資産合計 52,231 51,672

負債純資産合計 59,975 58,610
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

売上高 11,870 8,780

売上原価 10,096 8,176

売上総利益 1,773 603

販売費及び一般管理費

運賃諸掛 568 483

役員報酬及び給料手当 232 234

貸倒引当金繰入額 1 －

賞与引当金繰入額 65 62

退職給付引当金繰入額 30 19

その他 215 210

販売費及び一般管理費合計 1,112 1,011

営業利益又は営業損失（△） 660 △407

営業外収益

受取利息 10 11

受取配当金 22 15

受取賃貸料 15 14

雑収入 7 7

営業外収益合計 55 49

営業外費用

支払利息 2 1

固定資産処分損 9 1

雑損失 5 5

営業外費用合計 16 8

経常利益又は経常損失（△） 699 △365

特別損失

会員権売却損 0 －

投資有価証券評価損 5 7

特別損失合計 5 7

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

694 △373

法人税等 248 △108

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

445 △265

少数株主利益 7 6

四半期純利益又は四半期純損失（△） 438 △271
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

445 △265

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △33 △140

その他の包括利益合計 △33 △140

四半期包括利益 411 △405

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 404 △411

少数株主に係る四半期包括利益 7 6

EDINET提出書類

中部鋼鈑株式会社(E01251)

四半期報告書

12/17



【会計方針の変更等】
　

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固

定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

なお、これによる当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響

は軽微であります。

　

【注記事項】

   (四半期連結貸借対照表関係)

   ※１ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第１四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会

計期間末残高に含まれております。

　

　
前連結会計年度

(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

受取手形 507百万円 331百万円

支払手形 63 43

　

   (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません、なお、第１四半期連結累計期間に

係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

　

前第１四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日

至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日

至  平成24年６月30日)

減価償却費 650百万円 661百万円

　

   (株主資本等関係)

    前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

   １ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月22日

定時株主総会
普通株式 152 5 平成23年３月31日 平成23年６月23日 利益剰余金

　

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの

      該当事項はありません。

　
    当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

   １ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月22日

定時株主総会
普通株式 152 5 平成24年３月31日 平成24年６月25日 利益剰余金

　

２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後となるもの

      該当事項はありません。
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(セグメント情報)

 Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)

　 報告セグメント
合計

　 鉄鋼関連事業 レンタル事業 物流事業 エンジニアリング事業

　 　 　 　 　 　

  売上高 　 　 　 　 　

   (1)外部顧客に対する売上高 11,477 116 84 192 11,870

   (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 5 1 601 133 741

計 11,483 117 685 325 12,612

  セグメント利益又はセグメント損失(△) 618 20 30 △26 643

　
２報告セグメントごとの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に
関する情報)

(単位:百万円)

利益 金額

報告セグメント計 643

セグメント間取引消去 17

第１四半期連結損益計算書の営業利益 660

　

 Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日)

１報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報
(単位:百万円)

　 報告セグメント
合計

　 鉄鋼関連事業 レンタル事業 物流事業 エンジニアリング事業

　 　 　 　 　 　

  売上高 　 　 　 　 　

   (1)外部顧客に対する売上高 8,381 112 82 205 8,780

   (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 7 2 512 175 697

計 8,388 114 594 380 9,478

  セグメント利益又はセグメント損失(△) △429 18 25 △31 △417

　
２報告セグメントごとの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に
関する情報)

(単位:百万円)

利益 金額

報告セグメント計 △417

セグメント間取引消去 10

第１四半期連結損益計算書の営業損失(△) △407

　
３  会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期
間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報
告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。
  なお、当該変更による当第１四半期連結累計期間の各セグメントの損益に与える影響は軽微であります。
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(１株当たり情報)

　
１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目

前第１四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日

至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自  平成24年４月１日

至  平成24年６月30日)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△) 14円32銭 △8円85銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(百万円) 438 △271

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額

又は四半期純損失金額(△)(百万円)
438 △271

普通株式の期中平均株式数(株) 30,598,995 30,598,995
　

(注) 前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。ま

た、当第１四半期連結累計期間については、１株当たり四半期純損失であり、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

 該当事項はありません。

　

２ 【その他】

     該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

平成２４年８月１４日

中 部 鋼 鈑 株 式 会 社

取 締 役 会　御 中

　

有限責任 あずさ監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    井 上  嗣 平  印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    時々輪  彰久　印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中部
鋼鈑株式会社の平成24年４月1日から平成25年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平
成24年４月１日から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日から平成24年
６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期
連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ
ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施
される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において
一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中部鋼鈑株式会社及び連結子会社の平成24年
６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示してい
ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
　

 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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